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平成 19 年 3 月 29 日 

企業会計基準委員会 

 
企業会計基準適用指針第 15 号 

「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」

の公表 
 
公表にあたって 
 
企業会計審議会から公表されている「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の

範囲の見直しに係る具体的な取扱い」（以下「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱

い」という。）三では、一定の要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に

対する出資者等の子会社に該当しないものと推定するとしております。しかしながら、こ

の取扱いについては、近時、特別目的会社を利用した取引が急拡大するとともに複雑化・

多様化していることから、企業集団の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるおそれが

あるのではないかという指摘があります。子会社の範囲について、議決権の所有割合以外

の要素を加味した支配力基準を導入した「連結財務諸表原則」（以下「連結原則」という。）

において、どのような特別目的会社であれば出資者等の子会社に該当しないものと推定さ

れるのかについては、さまざまな意見や見方があり、また、特別目的会社の連結について

は国際的にも議論されている問題であることなどから、企業会計基準委員会（以下「当委

員会」という。）は、今後、この取扱いについて検討することとしております。一方、当面

の対応として、出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社（開示対象

特別目的会社）については、その概要や取引金額等の開示を行うことが有用であると考え

られることから、その指針について検討を行ってまいりました。 

今般、平成 19 年 3 月 23 日の第 125 回企業会計基準委員会において、標記の適用指針（以

下「本適用指針」という。）の公表を承認しましたので、本日公表いたします。 

 

本適用指針につきましては、平成 19 年 1 月 26 日に公開草案を公表し、広くコメント募集

を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、

公表するに至ったものです。 
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本適用指針の概要 

 
 目 的 

企業会計審議会から、「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」及び改訂された連結原

則が平成 9 年 6 月に公表され、また、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いが平成

10 年 10 月に公表されている。本適用指針は、これらを踏まえて、一定の特別目的会社に係る

開示に関する指針を定めるものである。 

 

 開 示 

連結財務諸表に注記しなければならない「連結の範囲等」（連結原則 第七 1）及び「その他

の重要な事項」（連結原則 第七 5）には、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三

により、出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社（以下「開示対象特別

目的会社」という。）に関する次の事項を含む。 

(1) 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

(2) 開示対象特別目的会社との取引金額等 

これらの事項を注記するにあたっては、類似の取引形態や対象資産等ごとに適切に集約して、

概括的に記載する。また、注記を行う重要性の判断にあたっては、当該集約された単位ごとに

行うことが適当である。 

なお、開示対象特別目的会社（図の②）と子会社の範囲との関係は、次のとおりである。 

【図 特別目的会社と子会社の範囲の関係】 

 
 

①出資者等の子会社に該当

するものとされている 

特別目的会社 

 ②出資者等の子会社に該当

しないものと推定された

特別目的会社 

(開示対象特別目的会社)

 ③②以外で子会社に該当

しない特別目的会社 

     

 

 

 

 適用時期 

本適用指針は、原則として、平成 19 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度（当該連結会計

年度を構成する中間連結会計期間を含む。）から適用する。ただし、平成 19 年 4 月 1日前に開

始する連結会計年度から適用することができる。 

 

以 上 

子会社の範囲 

子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3(1)から

(3)のいずれかに該当するもの 

子会社に該当しないものの範囲 


